
号

外�十四
平

成
二
十
一
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
施
行
規
則

(

地
球
環
境
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
の
一
部
改
正

(

同

)

二

○
窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
の
一
部
改
正

(

同

)

二

○
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
の
一
部
改
正

(

同

)

二

公

示

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(
同

)

二

規

則

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
号

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十

一
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー)

第
二
条

条
例
第
二
条
第
五
号
の
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

太
陽
熱

二

風
力

三

バ
イ
オ
マ
ス

四

水
力

五

地
熱

六

そ
の
他
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ
ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製

品
を
熱
源
と
す
る
熱
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
っ
て
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

(

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム)

第
三
条

条
例
第
七
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

国
際
標
準
化
機
構
一
四
○
○
一
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日



二

エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
二
一

三

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の

(

自
動
車
の
原
動
機
の
停
止
の
特
例)

第
四
条

条
例
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

道
路
交
通
法(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
信
号
機
の
表
示
す
る

信
号
等
に
従
っ
て
自
動
車
を
停
車
す
る
場
合
そ
の
他
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車
を
停
車
す
る

場
合

二

交
通
の
混
雑
そ
の
他
の
交
通
の
状
況
に
よ
り
自
動
車
を
停
車
す
る
場
合

三

人
の
乗
降
の
た
め
に
自
動
車
を
停
車
す
る
場
合

四

自
動
車
の
原
動
機
を
貨
物
の
冷
蔵
等
に
用
い
る
装
置
そ
の
他
の
附
属
装
置(

自
動
車
の
運
転
者

室
及
び
客
室
の
冷
房
又
は
暖
房
を
行
う
た
め
の
装
置
を
除
く
。)

の
動
力
と
し
て
使
用
す
る
場
合

五

道
路
交
通
法
施
行
令(

昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号)

第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
規
定

す
る
自
動
車
が
当
該
緊
急
用
務
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

六

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

(

委
任)

第
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準(

平
成
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
二
百
十
一
の
項
中｢

第
五
条
の
二｣

を｢

第
六
条｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

窒
素
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準(

平
成
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
二
百
十
一
の
項
中｢

第
五
条
の
二｣

を｢

第
六
条｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準(

平
成
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
二
百
十
一
の
項
中｢

第
五
条
の
二｣

を｢

第
六
条｣

に
改
め
る
。

公

示

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
中
部
山
岳
国
立
公
園
乗
鞍
鶴
ヶ
池
駐
車
場
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、

岐
阜
県
中
部
山
岳
国
立
公
園
乗
鞍
鶴
ヶ
池
駐
車
場
条
例(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号)

第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
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高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二
一
一
九
番
地
一

乗
鞍
国
際
観
光
株
式
会
社

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


